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衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
中
京
圏
の
新
た
な
高
速
道
路
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
中
京
圏
の
新
た
な
高
速
道
路
料
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

今
般
の
中
京
圏
の
高
速
道
路
に
お
け
る
料
金
体
系
の
見
直
し
（
以
下
「
今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
道
路
分
科
会
国
土
幹
線
道
路
部
会
中
京
圏
小
委
員
会
（
以
下
「
中
京
圏
小
委
員
会
」
と
い

う
。
）
の
意
見
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の
「
中
京
圏
の
新
た
な
高
速
道
路
料
金
に
関
す
る
具
体
方
針
」
に
お
い
て
、
名
古
屋
高

速
道
路
及
び
名
古
屋
第
二
環
状
自
動
車
道
に
対
距
離
制
料
金
を
導
入
し
、
ま
た
、
東
海
環
状
自
動
車
道
内
側
に
お
け
る
料
金

水
準
を
、
高
速
自
動
車
国
道
の
大
都
市
近
郊
区
間
の
水
準
並
み
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
十
九
・
五
二
円
に
そ
ろ
え
る

こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
東
名
高
速
道
路
や
名
神
高
速
道
路
等
の
放
射
方
向
の
高
速
道
路
の
み
を
利
用
す
る
経
路
に
係
る
料

金
は
値
上
が
り
と
な
る
。
一
方
、
名
古
屋
高
速
道
路
及
び
名
古
屋
第
二
環
状
自
動
車
道
に
お
い
て
は
、
対
距
離
制
料
金
の
導

入
に
よ
り
、
短
距
離
区
間
を
利
用
す
る
場
合
の
料
金
は
値
下
が
り
と
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
道
路
の
み
を
利
用
す
る
経
路
に

係
る
料
金
に
加
え
て
、
例
え
ば
、
東
名
高
速
道
路
等
と
名
古
屋
高
速
道
路
を
連
続
し
て
利
用
す
る
経
路
に
係
る
料
金
も
値
下

が
り
と
な
る
場
合
が
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
利
用
す
る
経
路
に
よ
り
、
料
金
が
値
上
が
り
と
な
る
場
合
や
値
下
が
り
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
現
在
の

中
京
圏
の
高
速
道
路
の
利
用
状
況
に
変
化
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
、
全
体
と
し
て
は
、
料
金
が
値
上
が
り
と
な
る
経
路
を

利
用
す
る
車
両
の
割
合
が
高
く
な
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
中
京
圏
小
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
名
古
屋
高
速
道
路
及
び
名
古
屋
第
二

環
状
自
動
車
道
に
対
距
離
制
料
金
を
導
入
し
、
ま
た
、
東
海
環
状
自
動
車
道
内
側
に
お
け
る
料
金
水
準
を
、
高
速
自
動
車
国

道
の
大
都
市
近
郊
区
間
の
水
準
並
み
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
十
九
・
五
二
円
に
そ
ろ
え
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

 
 

こ
れ
は
、
中
京
圏
に
お
い
て
は
東
名
高
速
道
路
や
名
神
高
速
道
路
が
開
通
し
た
頃
か
ら
首
都
圏
や
近
畿
圏
よ
り
低
い
料
金

水
準
が
適
用
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
現
在
は
、
中
京
圏
に
お
い
て
製
造
業
の
著
し
い
集
積
が
見
ら
れ
る
な
ど
中
京
圏
が
我
が

国
有
数
の
大
都
市
圏
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
東
海
環
状
自
動
車
道
の
整
備
を
加
速
化
す
る
と
と
も
に
、
一
宮
ジ
ャ

ン
ク
シ
ョ
ン
付
近
及
び
東
名
三
好
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
付
近
に
お
け
る
渋
滞
解
消
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
充
を
す
る
に

当
た
っ
て
、
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
も
踏
ま
え
、
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 



 

３ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

中
京
圏
小
委
員
会
に
お
い
て
は
、
愛
知
県
、
名
古
屋
市
等
の
地
元
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
て
お
り
、

当
該
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
中
京
圏
に
お
け
る
交
通
の
状
況
に
つ
い
て
、
特
に
物
流
や
観
光
等
に
お
け
る
交
通
の
定
時

性
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
な
ど
の
意
見
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
当
該
意
見
を
踏
ま
え
、
令
和
元
年
十
二
月
十
一
日
に
「
中
京

圏
の
高
速
道
路
を
賢
く
使
う
た
め
の
料
金
体
系
基
本
方
針
」
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
基
本
方
針
を
踏
ま
え
た

今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
は
、
地
域
の
事
情
を
十
分
に
踏
ま
え
て
決
定
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
約
二
割
～
五
割
の
料
金
値
上
げ
と
な
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
に
つ

い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
利
用
す
る
経
路
に
よ
り
、
料
金
が
値
上
が
り
と
な
る

場
合
や
値
下
が
り
と
な
る
場
合
が
あ
る
。 

 
 

御
指
摘
の
「
料
金
水
準
の
整
理
・
統
一
」
は
、
大
都
市
圏
に
お
け
る
高
速
道
路
料
金
の
共
通
理
念
で
あ
る
「
料
金
の
賢
い

三
原
則
」
（
①
「
利
用
度
合
い
に
応
じ
た
公
平
な
料
金
体
系
」
、
②
「
管
理
主
体
を
超
え
た
シ
ン
プ
ル
で
シ
ー
ム
レ
ス
な
料

金
体
系
」
及
び
③
「
交
通
流
動
の
最
適
化
の
た
め
の
戦
略
的
な
料
金
体
系
」
）
を
基
本
と
し
、
中
京
圏
の
高
速
道
路
を
よ
り



 

４ 

 

効
率
的
に
「
賢
く
」
利
用
す
る
た
め
の
見
直
し
で
あ
り
、
高
速
道
路
の
短
距
離
利
用
の
促
進
に
よ
る
並
行
す
る
一
般
道
路
の

渋
滞
緩
和
、
環
状
道
路
を
有
効
活
用
し
た
交
通
の
分
散
に
よ
る
一
宮
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
付
近
や
名
古
屋
市
中
心
部
等
の
特
定

の
箇
所
に
お
け
る
渋
滞
の
緩
和
等
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
見
直
し
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
に
当
た
り
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
名
古
屋
高
速
道
路
公
社
に
お
い

て
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
に
開
通
を
予
定
し
て
い
る
名
古
屋
第
二
環
状
自
動
車
道
（
名
古
屋
西
～
飛
島
）
を
含
む
新
た
な

料
金
に
対
応
し
た
料
金
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
お
り
、
新
た
な
料
金
に
移
行
す
る
時
期
を
先
送
り
し
た
場
合
、
開
通
予
定
区

間
に
係
る
料
金
徴
収
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
の
先
送
り
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い

る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
に
お
け
る
高
速
道
路
の
償
還
主
義
は
、
高
速
道
路
の
新
築
や
改
築
等
に
係
る
債
務
や
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
を

利
用
者
か
ら
の
料
金
収
入
で
賄
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
料
金
の
徴
収
期
間
内
に
お
い
て
、
料
金
体
系

を
見
直
し
、
料
金
収
入
の
増
加
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
所
要
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
・
拡
充
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ

と
は
、
償
還
主
義
の
考
え
方
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 



 

５ 

 

六
に
つ
い
て 

 
 

令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
の
導
入
を
予
定
し
て
い
る
名
古
屋
高
速
道
路
の
新
た
な
料
金
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム

（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
料
金
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第

三
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
は
な
く
現
金
等
に
よ
り
料
金
を
支
払
う
車

両
（
以
下
「
現
金
車
」
と
い
う
。
）
の
場
合
、
対
距
離
制
料
金
の
下
で
は
、
利
用
可
能
な
最
大
距
離
に
係
る
料
金
を
支
払
う

必
要
が
あ
り
、
料
金
が
割
高
に
な
る
こ
と
か
ら
、
現
金
車
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
た
め
、
現
金
車
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
支
払
に
移
行
す
る
よ
う
、
中
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
及
び
名
古
屋
高
速
道
路
公
社
に
お
い
て
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
の
用
に
供
す
る
車
載
器
の
購
入
に

対
し
て
、
最
大
二
万
円
相
当
の
助
成
を
開
始
し
て
い
る
。
ま
た
、
名
古
屋
高
速
道
路
公
社
に
お
い
て
は
、
現
金
車
の
負
担
軽

減
策
と
し
て
、
同
年
五
月
一
日
か
ら
一
定
の
期
間
に
お
い
て
、
現
金
車
に
係
る
料
金
が
実
質
二
割
程
度
の
割
引
と
な
る
よ
う

な
支
援
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
般
の
料
金
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
の
短
距
離
利
用
の
促
進
に
よ
る
並
行
す
る
一
般

道
路
の
渋
滞
緩
和
、
環
状
道
路
を
有
効
活
用
し
た
交
通
の
分
散
に
よ
る
一
宮
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
付
近
や
名
古
屋
市
中
心
部
等



 

６ 

 

の
特
定
の
箇
所
に
お
け
る
渋
滞
の
緩
和
等
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
見
直
し
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 


